
I’ 親
磁
囑

〈
一

魅
一

鮮

久
間
国
務
大
臣

佐
田
国
務
大
息
陽
恥
｝
叩

I

’
－

W・語録港’ ’内 閣

そ
の
後
任
と
し
て
、
内
閣
は
最
高
裁
判
所
判
事
島
田
仁
郎
を
最
高
裁
判
所
長
官
に
指
名
し
、
左
の
と
お
り

最
高
裁
判
所
長
官
町
田

ｌ

ｂ

１

顯
は
裁
判
所
法
第
五
十
条
の
規
定
に
よ
り
十
月
十
五
日
定
年
退
官
と
な
り
ま
す
の
で
、

云一 U

高
市
国
務
大
臣
＃
〃
退
部

塩
崎

国
務
大
臣
ｊ
幽
蓉

松 柳

岡 澤

山
本
国
務
大
臣
塁

大
田
国
務
大
臣
妹

溝
手
国
務
大
脚
隠
燗
一
旬

Ｉ

内
閣
総
理
大
臣

』

。

内
閣
官
房
長
官
島

露
”
閣
議
務
官
翁
伽

、

内
閣
官
房
副
長
官
？
唄
謬ア

億

内
閣
人
第
一
八
○
号

起案

平
成

一
八
年
一
○
月
二
日

平
成

年
月
日

平
成
年
月
日

上
奏

平
成
年
月

日

施
行

平
成
年
月
日

決
定

5万

成
一
八
年
一
＠
月
三
日
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9

I

■

Ⅱ

Ｉ

Ｉ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

■

■

■

■

Ⅱ

Ｆ

Ｉ

Ｉ

且

’

’’ 閣内

口 而 最高
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る

町

最
高
裁
判
所
判
事
島
田
仁
郎

１
１

閣
議
決
定
の
上
上
奏
い
た
し
た

◎



子
〃 〃

四
一

一

｢爵『 下
－－ ユー

０

判 所
閉－ー 一

一|』'

-

年 出
生
地

現
住
所

本
籍

〃 〃 〃 〃 〃 〃

一
一
一

一
一
一

九 七 塵
万
一

'一P~■ロ －－一一

〃 〃〃 －

四 月
○四 四

一
一
一

－

日

一

日

､

〃 二

八

〃
一 一 一

○ ○ 九 ○一
一
司
法
修
習
生
を
命
ず
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

兼
ね
て
東
京
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
楠
す
る

判
事
補
に
任
命
す
る

東
京
大
学
法
学
部
卒
業

司
法
修
習
生
の
修
習
終
了

司
法
試
験
第
二
次
試
験
合
格

１
９

事

１
１
１
１
１
１
１

I

１
１
１
１

Ⅲ

」

｜

’
出
生
の

年
月
日

旧
氏
名

氏
名’

項

し
ま
だ

島
田

昭
和
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日

_’１

ｔ

最 内 最
高
裁
判
所

内 最
溺
裁
判
所

司
法
試
験
管
理
委
員
会

〃

高 庁
裁
判
所 閣 閣 仁に

’ 名 ろ
う
郎

I ■■■■■■
一



I

十

『
／

2丁

〃

四
九

〃

四
八

｡〃 〃

四
六

〃 〃

四
四

昭
和
四
三

年
号

四 四
〃

四

〃

四
◆
【
０ 七

月

一

二

○

一

一

○ 一

一

○ 八

一
一
ハ

日

大
阪
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

。
。

大
阪
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
付
を
免
ず
る

巳

９
０

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
付
を
命
ず
る

兼
ね
て
東
京
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

東
京
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

よ
り
判
事
の
職
務
を
行
わ
し
む
る
者
に
指
名
す
る

判
事
補
の
職
権
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
第
一
条
の
規
定
に

簡
易
裁
判
所
判
事
兼
判
事
補
に
任
命
す
る

名
古
屋
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

兼
ね
て
名
古
屋
家
庭
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

名
古
屋
地
方
裁
判
所
判
事
補
に
補
す
る

事

項

最
高
裁
判
所

〃

法
務
省

最
高
裁
判
所

〃 最
高
裁
判
所

。
■

内

閣

最
高
裁
判
所

庁

名

裁 判 所

島
田
仁
郎

O

G



？

3丁

〃 〃

五
九

〃 〃

五
八

〃

五
七

〃

五
一
ハ

〃

五

二

〃 〃 昭
和
四
九

年
号

〃

四
五

四 四 四 四

〃 〃

四
月

一

○ 九

一
り
’
一
一

一 一

一

○ 一

〃 一

○ 九
日

、

判
事
に
任
命
す
る

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
判
事
任
期
終
了

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
命
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
三
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
一
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

最
高
裁
判
所
裁
判
所
調
査
官
に
充
て
る

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る
こ
と
を
解
く

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

大
阪
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
に
任
命
す
る

補
に
つ
き
任
期
終
了

裁
判
所
法
第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
兼
官
た
る
判
事

こ
■
■

事

項

内

閣
● 凸

法
務
省

〃 〃 〃 〃 最
高
裁
判
所

内

閣

庁

名

裁 判． 所

島
・
田
仁
郎



0

裁 判 所

〃

六
四

〃 〃 〃

一
ハ
ー
ニ

〃

一
ハ

二

〃 〃

一
ハ

一

〃

六
○

昭
和
五
九

年
号

一

〃

一
ハ
一 一 五 四 五 ノ

６
０

四
月

一

一
一
一
一
一 八 一

一

一

五 七

一
一
一

一

○
日

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
任
命
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

／

法
制
審
議
会
幹
事
を
免
ず
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
三
課
長
の
兼
務
を
免
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
一
課
長
を
免
ず
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
広
報
課
付
を
命
ず
る

兼
ね
て
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
三
課
長
を
命
ず
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
第
一
課
長
を
命
ず
る

東
京
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

事

､／
｢。

項

最
高
裁
判
所

〃
■

法
務
省

〃 最
高
裁
判
所

ｐ
●

法
務
省

最
高
裁
判
所

法
務
省

最
高
裁
判
所

庁

名

4丁

島
田
仁
郎



汗
一
一
且

〃

五

一

○

．
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

一

一

一

所

一

判
一

一

一裁判所
〃 〃 〃

平
成

〃

年〃 〃 〃

'’

四
一
一
一

一
一

一

うじ 号

’
一
○
一
二
○
’

○

一
一

○

両

〃 一 〃 一

月一
ハ ○

一
ハ ○ 八

’
一
一
一
一
一

一
一
一
一
一

二 一

一

五

一
一
一

I

’
日○

一
一
一

一
一
一
“

二

｜
法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
少
年
法
部
会
委
員
に
任
命
す
る

法
制
審
議
会
刑
事
法
部
会
委
員
に
任
命
す
る

矯
正
保
護
審
議
会
委
員
に
任
命
す
る

I
』

矯
正
保
護
審
議
会
委
員
に
任
命
す
る

任
期
は
平
成
元
年
十
月
十
九
日
ま
で
と
す
る

法
制
審
議
会
幹
事
に
任
命
す
る

’

１
１

；
I

’

１
１
１
１

I

’

’

l
l

－

－

〃

－

〃

1法
務
省

〃

法
務
省

凹

″〃
最

〃
き
‐耀
櫻

高 I

’
ー

１
１
１

裁
判
所

島
田
仁

灘
幽
雛
灘
獅 | ’ 団ll l’ －

一一 ー＝



函 _上裁 判 所
二口

ｒ
１
Ｉ
ｉ
１
１
Ｉ
ｌ
‐

｜
″
’
四
一
九
一
裁
判
所
法

一
一
一
一
に
つ
き
任

〃

四

九

裁
判
所
法

に
つ
き
任 別

’
平
成
年〃 〃 〃〃 I 〃

号
｛
ハ 五

－
■
■

｜
I

〃 〃〃 〃 －

月
○

一
一
一

心

一
一
一
一

一
一〃 〃〃 一

日
○○

宇
都
宮
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

宇
都
宮
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

判
事
兼
簡
易
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

者
に
指
名
す
る

宇
都
宮
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る

宇
都
宮
地
方
裁
判
所
長
を
命
ず
る

宇
都
宮
地
方
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

簡
易
裁
判
所
判
事
に
兼
ね
て
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
事
務
総
局
刑
事
局
長
を
免
ず
る

第
四
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
本
官
た
る
判
事

最
高
裁
判
所
図
書
館
長
の
兼
務
を
免
ず
る

矯
正
保
護
審
議
会
委
員
に
任
命
す
る

同
時
に
兼
官
た
る
簡
易
裁
判
所
判
事
退
官
と
な
る

期
終
了

■

事
、

ｒ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｒ
‐
Ｉ
Ｉ
６
Ｌ
■
Ｂ
■
且
■
■
■
Ⅱ
■
■
ｐ
■
Ｆ
Ｄ
■
値
Ｆ
８
Ｉ
ｒ
Ｏ
Ｐ
い
い
■
■
Ｆ
」
・
■
Ⅱ
８
１
Ⅱ
Ⅱ
０
Ⅱ
ｂ
Ｕ
ａ
Ｆ
Ⅱ

I

項

Ｐ
ｂ
’
’
一
■
■
！
Ⅱ
リ
ト
Ⅱ
１
１

内 最
高
裁
判
所

内 法
務
省

〃

皿
『 庁 ｈ

Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ⅱ
Ⅱ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｈ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
１
１
Ⅲ
川
』

島
田
仁
郎

閣 閣

名
■
の
削
回
■
。

－
一己



回_－－－－－－－－」

１

’裁 判 所
－ 一一

１

平
成
六
一
五
一
二
○
｜
矯
正
保
謹
審
議
会
委
員
を
免
ず
る

〃 〃 〃 〃

年
〃

一
一

一一一

’

○ ロ
弓

－

〃 〃

月四 九
一

Ｉﾛ

日
二

九

〃

’

一■一
一

－

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
に
指
名
す
る

部
の
事
務
を
総
括
す
る
も
の
の
指
名
を
解
く

司
法
研
修
所
教
官
に
充
て
る

宇
都
宮
簡
易
裁
判
所
判
事
に
補
す
る

宇
都
宮
簡
易
裁
判
所
に
お
け
る
司
法
行
政
事
務
を
掌
理
す
る

者
に
指
名
す
る

’

１
１
１

１

一

’

’

L

島

最 内〃

最
高
裁
判
所

法
務
省

〃
Ｉ
ｈ
Ｉ
Ⅱ
ｌ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｄ
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
且
■
■
■
■
・
リ
ー
ー
■
１
１
１
０
１
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
ｂ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
●
Ｉ
ｌ
ｒ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｒ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
Ⅱ
０
１
１
１
１

’
高 庁
裁
判
所

田
閣

仁｜

率| |≦１
１

１
１｜ ’ 」’■■■■■ ’

一

ロ
一一



､

8丁

〃

一

七

〃

一

一

・ノ、

〃 〃 。 〃

一

四

〃 平
成
一
三

年

号

一
ハ

一
一

．〃 一
一 一
一

〃

二
月

一

一
一

九

一

一

八 七

一
一
一

〃 一
一
一 日

●

0

●

検
察
官
適
格
審
査
会
委
員
に
任
命
す
る

検
査
官
適
格
審
査
会
予
備
委
員
に
任
命
す
る

検
察
官
適
格
審
査
会
予
備
委
員
に
任
命
す
る

最
高
裁
判
所
判
事
に
任
命
す
る

●

0

大
阪
高
等
裁
判
所
長
官
に
補
す
る

仙
台
高
等
裁
判
所
長
官
に
補
す
る

高
等
裁
判
所
長
官
に
任
命
す
る

司
法
研
修
所
長
に
補
す
る

事

項

"

●

亭

ご 申

〃 〃

法
務
省

内

閣

〃 最
高
裁
判
所

内
閣

最
高
裁
判
所

庁

名

裁 判 所

島
田
仁
郎


